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前 章 

わたしたちは、「青年よ大志をいだけ」のこころを受けつぐ北広島市の市民です。  

わたしたちのまちは、広島県人らによって築かれ、北海道の寒地稲作をうみだした、

誇りある伝統をもつまちです。  

わたしたちは、いま歴史への新しい歩みを進めようとしているこのまちと、自分のく

らしをしっかりみつめ、自分に何ができるかを問いかけながらこの憲章を実践します。  

 

第１章 まもろう 歴史がはぐくむ豊かな風土  
（１）豊かな緑を守り、自然を愛するやさしい心を育てたい。  

（２）自然との交流のなかで、スポーツやレジャーを楽しみ、生活にゆとりをもたせたい。  

（３）市の木、市の花を愛し、やすらぎのある環境をつくりたい。  
 

第２章 つなごう 心のかようたしかなきずな  
（１）あたたかいことばをかけ合い、ふれあいの輪をひろげたい。  

（２）思いやりの心をもって、ボランティア活動をひろめたい。  

（３）地域の活動に関心をもち、進んで参加して交流を深めたい。  
 

第３章 のばそう 未来をつくるたくましい力  
（１）伝統を受けつぎ、汗する活動を通して創造と夢と力を育てたい。  

（２）未来に目を開いて、自らを発展させていく英知と勇気をもちたい。  

（３）幼いいのちと若い力の健やかな成長を助けるために、おとなの連帯を進めたい。  
 

第４章 きずこう 個性あふれる北の文化  
（１）人とまちと自然のとけあった、幅広い文化環境をつくりたい。  

（２）趣味や余暇を大事にし、進んで体験する心を育てたい。  

（３）北国の四季に親しみ、風土に根ざした文化を育てたい。  
 

（昭和59年4月1日制定） 
市の花（つつじ）           市の木（かえで） 
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特集１ 寒地稲作成功 150 周年記念事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150 年前 寒冷地での稲作に成功した中山久蔵 
 

 今から 150 年前、道南より北の地域では稲作は困難とされていましたが、そのような状況

の中でも、志を高く持ち挑戦し成功を収めたのが中山久蔵です。 

久蔵は、現大阪府南河内郡の出身で、嘉永 6 年(1853 年)、26 歳の時に仙台藩士に仕え、

仙台・白老間を藩士に従い往来していました。藩を辞職した後、明治 4 年(1871 年)に島松

沢に入地し、明治 6 年(1873 年)には現史跡旧島松駅逓所の地に永住の覚悟をもって移住し

ました。この年、道南の大野村から取り寄せた赤毛の栽培を試み、秋には 10 アールに換算

し 345 キログラムの収穫を得ています。開拓使の報告文では以下のように記されています。

「～明治六年五十坪の水田を開き種子赤白毛の二種を亀田郡大野村より僅々二升を購入し始

めて試験せしに果して可なりの収実を得たり～」とあり、明治 6 年(1873 年)の稲作の状況

が報告されています。また、明治 40 年(1907 年)頃に久蔵の功績を世に知ってもらうため

に発行された『中山久蔵遺蹟録』にも「～明治六年札幌郡月寒村字島松に於いて先つ試に水

田壹反歩を開き種子赤毛を渡島国亀田郡大野村に購ふて之を播種せり～生育結實共に良好に

して収穫一反歩換算二石三斗の好結果を得たり此年居を千歳郡島松より月寒村島松に移す」

と記されています。両文献とも、赤毛の栽培は成功し、かなりの収穫を得ることができたと

記載されています。 

この後も稲作を続け幾多の困難な状況も乗り越え、明治 12 年(1879 年)、久蔵の作った

赤毛が普及し始めます。北海道各地の稲作を希望する入植者らに種籾を無償で頒布し、時に

は自ら現地へ赴いて指導するなど、稲作普及のためには私財を惜しみませんでした。 

明治 13 年(1880 年)6 月の函館新聞の記事には、杵臼村で稲作の試作が始まったとあり、

久蔵が頒布した稲が着実に広まっていったことが伺えます。記録にある最後の頒布は明治 41

年(190８年)の亀田郡七飯村などであり、久蔵はこの活動を約 30 年間続けていたことがわ

かります。 
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明治天皇も食した久蔵の赤毛 

赤毛の栽培成功は、入植者ばかりでなく天皇や官

吏に就くものなど多くの者に影響を与えました。 

明治天皇は、全国民の視線を集めるよう巡幸を行

いましたが、北海道巡幸では御昼行在所として久蔵

宅が指定されました。 

明治 14 年(1881 年)9 月 2 日に豊平館を出発

し 11 時半頃に到着、天皇は久蔵自作の米飯を食べ

米作りについて様々な質問を行いました。それに 

対し久蔵は、明治 6 年(1873 年)から 13 年(1880 年)までに収穫した赤毛を見せたといい

ます。昭和 3 年(1928 年)、久蔵の水田は明治天皇に捧げた米を栽培したということ 

で神饌田（しんせんでん：祭礼において神に捧げられる稲を作る田）となりました。 

 

米への望みと受け継がれる赤毛の遺伝子 

明治期の初め頃には、米が高価で入植者らの生活が脅かされていたことから、明治 7 年

(1874 年)に七飯勧業試験場で、明治 9 年(1876 年)には、札幌官園で米の試験が始められ、

徐々に米作試験にも重点がおかれるようになり、入植者の中でも米作を行う者も増えていき

ました。  

しかし、天候等による凶作となると、廃絶という厳しい状況の中での政策でもあり、政府

の稲作に対する態度は消極・禁圧的でした。このような状況の中、困難を乗り越えながら久

蔵の赤毛が安定した収穫を得ることができたことは、人々に夢と希望をもたらしました。 

赤毛は明治 38 年(1905 年)、北海道最初の奨励品種に認定され、明治末期には全道水田

面積の 80％を占めており北海道の稲作の基礎を築きました。昭和になった頃には作付面積

は低くなっていきますが、この赤毛の遺伝子は、日本穀物検定協会の食味ランキングで最高

評価である特 A を獲得した「ななつぼし」や「ゆめぴりか」に受け継がれています。 
 

北海道遺産に選定「北海道米のルーツ「赤毛米」～人々の想いが育んだ地域の誇り」 

北海道遺産は、NPO 法人北海道遺産協議会が、平成 13 年(2001 年)から「次世代に引継

ぎたい北海道ならではの宝物」として、豊かな自然や北海道に生きてきた人々の歴史、文化、

生活・産業など様々な有形・無形の価値の中から選定しています。 

赤毛が選定された理由は、これまでの赤毛に係る活動があります。北広島市水稲赤毛種保

存会協力のもと、駅逓所見本田での西部小学校による稲作体験の教育普及など、これらに関

する栽培・保存・継承に加え、北広島商工会の「きたひろしま開拓プロジェクト」で企画、開

発、販売などを行っており、郷土意識の醸成や地域の活性を図ってきました。これらの様々

な活動が認められ、北海道遺産として選定されました。 

 

寒地稲作成功150周年記念事業 

今年、中山久蔵が赤毛の栽培に成功してから 150 年が経つことから、改めて久蔵の功績を

知ってもらうため、寒地稲作成功 150 周年記念事業として様々なイベントを開催します。 

・旧島松駅逓所で赤毛を育てよう！（5 月～9 月） ・発見の小径を歩く（7 月） 

・旧島松駅逓所ライトアップ（7 月、10 月） ・記念フォーラム（9 月） 

・中山久蔵展（11 月～2 月）ほか 

 

 
担当課 

ｴｺﾐｭｰｼﾞｱﾑｾﾝﾀｰ 

文化課 

神饌田（昭和 3 年） 
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特集２ コミュニティ・スクール推進事業 

 
 

 
本市では、平成 25 年度から西部中学校区、令和 2 年度から大曲中学校区及び緑陽中学校

区にてコミュニティ・スクール（ＣＳ）制度を導入し、地域とともにある学校づくりが行わ

れています。今年度から新たに東部、西の里、広葉中学校区にてコミュニティ・スクール制

度を導入し、市内全中学校区での実施となります。 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【令和 5 年度のスタートに向けて～東部・西の里・広葉中学校区学校運営協議会準備検討委員会】 

 各中学校区３～４回の準備検討委員会を開催し、「目指したい子ども像について（熟議）」

「活動内容の検討」「具体的な部会設定と役割について」「会則、組織構成の決定」など、令和

５年度のスタートに向け地域・家庭・学校が一体となって準備を進めました。 

 
 
 
 
 
 
 
 担当課 社会教育課 

緑陽中学校区 

学校運営協議会 
合同あいさつ運動や

児童生徒の見守り、読み

聞かせ、漢字検定や英語

検定などの支援、花火大

会などの支援を実施して

います。 

英語活動ではＣＳ委員

が講師になるなど、地域

人材を活用した取組が

実施されています。 

 

大曲中学校区 

学校運営協議会 
協議会名を「大曲プロ

ジェクト」とし、学習サポ

ートや図書の読み聞か

せ、登下校時の見守り、

挨拶運動などを実施して

います。CS の活動につ

いては、学校評価のほ

か、評価部で自己評価、

児童生徒に対しアンケー

ト調査なども実施されて

います。 

西部中学校区 

学校運営協議会 
シトラスリボンプロジ

ェクトのほか、CS 災害

図上訓練（冬の災害を想

定した避難所運営のシュ

ミレーション）、小学生と

中学生が一緒に行う CS

防災訓練合同授業（傷病

者の安全な搬送の仕方

やバケツリレーによる消

火訓練）などが実施され

ています。 
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特集３ 不登校いじめ対策・教育相談事業 

 

 
 

市内小中学校に在籍する不登校児童生徒の個々の状況に応じ、「社会的な自立」や「学校

復帰」に向けた支援を行うため、北広島市教育支援センターみらい塾を設置しています。 

学習の支援や総合体育館での運動、くるるの杜などでの農園活動、社会見学などを実施し

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

不登校やいじめの未然防止、児童生徒の心のケアを図るため、児童生徒や保護者が悩みを

相談できる職員を配置しています。 

小中学校には、日常的に児童生徒とふれあい、些細な悩み事であっても気軽に相談ができ

る「心の教室相談員」と児童生徒の臨床心理に関して高度な専門的知識及び経験を有する「ス

クールカウンセラー」を配置しています。 

教育委員会には、児童生徒が抱える問題解決に向けて関係機関とのネットワークの構築を

行う「スクールソーシャルワーカー」と児童生徒の臨床心理に関して高度な専門的知識及び

経験を有し、学校外で相談が可能な「子どもサポートセンター相談員」を配置しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
子どもの不登校について心配を抱える保護者の方々が互いに思いを語り合うことができる

交流会を開催しています。交流会では、子どもサポートセンター相談員や教育支援センター

みらい塾の教育相談員、スクールソーシャルワーカーなども参加し、一緒に交流しています。 

交流会では、経験者による体験談や関係機関、相談先の紹介なども行っています。 

担当課 教育支援課 

１ 北広島市教育支援センターみらい塾の設置 

２ 相談体制の拡充 

３ 不登校について一緒に考える保護者交流会の開催 

■北広島市教育支援センターみらい塾外観 ■みらい塾内部の教室 ■児童生徒が栽培し収穫した野菜 

学校 

心の教室相談員 スクールカウンセラー 

教育委員会 

スクールソーシャルワーカー 子どもサポートセンター相談員 

連携 
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特集４ 学校適正規模・適正配置検討事業 

 

北広島市立小中学校は、４月 7 日に新小学生 417 名、新中学生 460 名を迎え、小学生

2,716 名、中学生 1,467 名でスタートしました。児童・生徒数のピークは、小学生が昭和

58 年度で 4,803 名、中学生が平成 2 年度で 2,588 名であり、令和 5 年度はピーク時と

比較して 4 割以上減少しています。この傾向は継続しており、令和８年度には小学生 2,220

名、中学生 1,286 名まで減少する見込みです。 

教育委員会では北広島市立小学校及び中学校通学区域審議会（以下「通学区域審議会」）で

の審議内容を踏まえ、学校の適正規模等の検討が必要となる基準を小学校は１２学級から１

８学級、中学校は６学級から１８学級とする方針としています。環境が変化する中、子ども

にとってより良い教育環境を整備するため、学校の適正規模・適正配置について検討してい

ます。 

 

 
 

通学区域審議会を廃止し、教育的見地から総合的に調査・

審議する機関として、新たに北広島市立学校適正配置等審議

会（以下「適正配置等審議会」）を設置しました。小中学校の

保護者や教職員、学識経験者、公募委員（就学前の保護者）の

1３名で構成されています。 

 

 
 
 （１）教育講演会「きたひろしまのこれからの学校を考える」の開催 

（２）適正配置等審議会の設置及び開催 

（３）令和８年度に学校の適正規模等の検討が必要となる基準に該当する西部中学校区、

広葉中学校区、緑陽中学校区、北の台小学校区における保護者アンケート実施 

（４）西部中学校区、広葉中学校区、緑陽中学校区における保護者意見交換会及び地域 

域意見交換会の実施 

 （５）西部小学校、西部中学校児童生徒にアンケート実施 

（６）北広島市教育委員会ニュース「To Be －市立学校、未来へ－」の発行 

（７）市ホームページによる取組内容の公表 

 

 
 

適正配置等審議会では、「本市の特性を踏まえた市立学校の配置について」等教育委員会

からの諮問のあった調査・審議事項について、児童生徒数及び学校施設の現状を把握し、市

の総合計画など今後のまちづくりをもとに議論を重ねています。また、適正配置等審議会で

の議論内容を保護者意見交換会及び地域意見交換会で説明し、意見交換会で出された意見は

適正配置等審議会で確認して進めています。今後、適正配置等審議会では調査・審議事項の

議論内容を答申としてまとめ、教育委員会では答申を踏まえて市立学校の適正配置等の方針

を決定していきます。 

担当課 教育総務課 

１ 北広島市立学校適正配置等審議会の設置 

２ 令和４年度の取組 

３ 令和４年度の審議状況 

■審議会の様子 
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